
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  接待交際費の損金算入時期                 

Ｑ：交際費の取扱いが平成25年の税制改正

で改正になっています。交際費がいつの期の

損金になるのかを教えていただけますでしょ

うか？ 

                                              

Ａ：支出の時期ではなく、接待行為を行っ

た時の損金となります。 

【解説】 

平成25年の税制改正で、中小企業等の交際

費課税が改正され、定額控除限度額が600万円

から800万円に拡充されました。 

適用は平成25年４月１日以後開始事業年度

からとなっています。 

決算前後の交際費については、どちらの期

の交際費になるのかというのが気になるとこ

ろですが、これについては、次のように取り

扱うこととなっています。 

交際費等の損金不算入額は、各事業年度に

おいて支出した交際費等、つまり、交際費等

の支出の事実があったものをいい、次のよう

に取り扱うとしています。 

①取得価額に含まれている交際費等で当該事

業年度の損金の額に算入されていないもので

あっても、支出の事実があった事業年度の交

際費等に算入するものとする。 

②交際費等の支出の事実のあったときとは、

接待、供応、慰安、贈答その他これらに類す

る行為のあったときをいうのであるから、こ

れらに要した費用につき仮払又は未払等の経

理をしているといないとを問わないものとす

る。 
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